
え
を
示
し
ま
し
た
。
ま
た
、
全
て
の
地
域

に
お
い
て
、
包
摂
性
、
持
続
可
能
性
、
強

靱
性
を
兼
ね
備
え
た
「
質
の
高
い
成
長
」

を
実
現
す
る
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た
。

　
首
脳
会
議
で
は
、
安
倍
総
理
が
「Unity 

in D
iversity 

〜
共
に
平
和
と
繁
栄
を
築

く
」
を
テ
ー
マ
に
ス
ピ
ー
チ
を
行
い
日
本

が
得
意
と
す
る
人
づ
く
り
を
中
心
に
、
地

域
開
発
の
後
押
し
を
継
続
し
て
い
く
考
え

を
示
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
今
後
５

年
間
で
、
35
万
人
に
対
し
て
技
能
向
上
な

ど
の
人
材
育
成
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
を

表
明
し
ま
し
た
。

　
日
本
は
、
多
様
性
豊
か
な
ア
ジ
ア
・
ア

フ
リ
カ
と
一
層
結
束
を
強
め
、「
成
長
の
パ

ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て
、
共
に
繁
栄
し
て
い

く
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

リ
ビ
ア
と
い
え
ば
、
白
い
湖
面
と

青
い
空
が
地
平
線
で
ぶ
つ
か
る
幻

想
的
な
ウ
ユ
ニ
塩
湖
を
思
い
浮
か
べ
る
人

が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。し
か
し
、

美
し
い
自
然
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
裏
腹
に
、
こ

の
国
の
歴
史
は
、
相
次
ぐ
ク
ー
デ
タ
ー
や
先

住
民
へ
の
差
別
、
隣
国
と
の
戦
争
な
ど
、
平

た
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
道
を
経
て
、
2
0
0
6
年

に
同
国
史
上
初
め
て
誕
生
し
た
先
住
民
出

身
の
大
統
領
、
エ
ボ
・
モ
ラ
レ
ス
氏
は
、

長
期
安
定
政
権
を
築
き
、
好
調
な
経
済
成

長
を
背
景
に
、
よ
う
や
く
国
土
の
本
格
的

な
開
発
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。

　
ボ
リ
ビ
ア
の
発
展
を
後
押
し
す
る
た
め
、

日
本
は
人
材
育
成
や
地
方
開
発
を
通
じ
た

生
産
力
の
向
上
に
重
点
を
置
い
て
、
協
力

を
続
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
政
権
は
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
に
注
力
し
て

お
り
、
日
本
の
O
D
A
で
実
施
さ
れ
る
ラ

グ
ナ
・
コ
ロ
ラ
ダ
地
熱
発
電
所
建
設
計
画

に
は
、
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
日
本
と
ボ
リ
ビ
ア
の
関
係
は
、
先
人
の

足
跡
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
1
8

9
9
年
、
日
本
人
移
民
7
9
0
人
が
初
め

て
ペ
ル
ー
に
入
り
、
う
ち
91
人
が
チ
チ
カ

カ
湖
を
渡
っ
て
ボ
リ
ビ
ア
に
た
ど
り
着
き

ま
し
た
。
彼
ら
は
、
ゴ
ム
林
所
有
者
と
の

契
約
の
下
、
厳
し
い
環
境
で
働
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
1
9
5
6
年
の
移
住
協
定
締
結

や
、
代
表
的
な
移
住
地
の
建
設
を
経
て
、

日
系
人
社
会
は
繁
栄
の
途
を
歩
み
ま
す
。

同
国
と
の
歴
史
的
な
結
び
付
き
を
継
承
し

つ
つ
、
新
た
な
時
代
の
協
力
関
係
を
構
築

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ボ

「ここが知りたい」。国際協力に関係する
いろんなトピックを分かりやすく解説します！

月
19
〜
24
日
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

で
、「
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
会
議

（
バ
ン
ド
ン
会
議
）」
の
60
周
年
記
念
行
事

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
20
日
の
閣
僚
会
議

に
は
、
中
根
一
幸
外
務
大
臣
政
務
官
が
出

席
。
22
日
に
は
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣

が
首
脳
会
議
に
出
席
し
、
各
国
お
よ
び
国

際
機
関
か
ら
の
代
表
者
に
向
け
て
ス
ピ
ー

チ
を
行
い
ま
し
た
。

　
今
回
の
会
議
は
、
1
9
5
5
年
の
会
議

か
ら
60
年
の
節
目
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ

た
も
の
で
、「
世
界
の
平
和
と
繁
栄
を
推
進

す
る
た
め
の
南
南
協
力
」
を
テ
ー
マ
に
議

論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
特
に
、
感
染
症
対

策
や
女
性
の
地
位
向
上
、
防
災
、
人
材
育

成
な
ど
は
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
共
通
の

課
題
で
あ
り
、
問
題
解
決
の
た
め
に
は
、

開
発
途
上
国
間
の
協
力
で
あ
る
南
南
協

力
、
さ
ら
に
は
、
南
南
協
力
を
先
進
国
が

資
金
面
な
ど
で
支
援
す
る
三
角
協
力
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
共
有
し
ま
し

た
。

　
中
根
外
務
大
臣
政
務
官
は
、
閣
僚
会
議

で
演
説
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
お
け
る

国
づ
く
り
、
人
づ
く
り
な
ど
の
日
本
の
過

去
60
年
の
取
り
組
み
に
触
れ
つ
つ
、
国
際

協
調
に
基
づ
く
「
積
極
的
平
和
主
義
」
の

立
場
か
ら
、
地
域
と
国
際
社
会
の
平
和
と

安
定
、
お
よ
び
繁
栄
に
一
層
寄
与
す
る
考
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根
一
幸
外
務
大
臣
政
務
官
は
、
５

月
５
〜
６
日
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
の

パ
リ
を
訪
問
し
、
経
済
協
力
開
発
機
構

（
O
E
C
D
）
幹
部
や
加
盟
諸
国
と
日
本
の

開
発
協
力
政
策
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し

ま
し
た
。
ま
た
、
ボ
コ
バ
・
ユ
ネ
ス
コ
事

務
局
長
と
会
談
し
、
日
本
と
ユ
ネ
ス
コ
の

関
係
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

　
中
根
外
務
大
臣
政
務
官
は
、
ア
ン
ヘ
ル
・

グ
リ
ア
O
E
C
D
事
務
総
長
と
、
開
発
分

野
の
諸
問
題
や
６
月
に
開
催
予
定
の
O
E

C
D
閣
僚
理
事
会
に
お
い
て
最
も
重
要
な

テ
ー
マ
と
な
る
「
投
資
」
に
つ
い
て
議
論

を
深
め
ま
し
た
。

　
ま
た
、
エ
リ
ッ
ク
・
ソ
ー
ル
ハ
イ
ム
O

「中根外務大臣政務官のフランス訪問」

OECD、ユネスコとの協力強化 

E
C
D
開
発
援
助
委
員
会
（
D
A
C
）
議

長
と
の
会
談
で
は
、
今
年
２
月
に
日
本
の

開
発
協
力
大
綱
が
新
た
に
決
定
さ
れ
た
こ

と
を
踏
ま
え
、
D
A
C
と
も
連
携
し
な
が

ら
世
界
の
開
発
課
題
に
対
応
し
て
い
く
こ

と
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
O
E
C
D
加
盟
国
の
大
使
ら

に
向
け
、
日
本
の
開
発
協
力
大
綱
に
つ
い

て
説
明
。
参
加
者
か
ら
は
、「
新
た
な
大
綱

の
下
で
の
日
本
の
さ
ら
な
る
貢
献
に
期
待

す
る
」
と
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
あ
と
行
わ
れ
た
ボ
コ
バ
・
ユ
ネ
ス
コ

事
務
局
長
と
の
会
談
で
は
、
ボ
コ
バ
事
務

局
長
か
ら
日
本
の
ユ
ネ
ス
コ
に
対
す
る
支

援
に
つ
い
て
、
謝
意
が
表
明
さ
れ
ま
し
た
。

Me�age from Bolivia
歴史的結び付きから新たな協力へ

在
ボ
リ
ビ
ア
日
本
国
大
使
館
　
　    

大
島
　
正
裕  

一
等
書
記
官

現地からのメッセージは、ODAメールマガジン（www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/mail/）でご覧いただけます。

中

1965年に建設された日系人の移住地、サンフアンの入り口

日本の無償資金協力の式典に参加するモラレス大統領
（前列右から５番目）

ソールハイムDAC議長と会談した中根外務大臣政務官
（写真提供：外務省）

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾
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基本的人権、国連憲章の目的及び原則を尊重すること。

全ての国の主権及び領土保全を尊重すること。

あらゆる人種の平等及び大小全ての国の平等を承認すること。

他国の内政に対する介入及び干渉を慎むこと。

国連憲章に従った各国の単独又は集団的自衛権を尊重すること。

(a)いずれかの大国の特別の利益に資する集団的防衛取極めの
　利用を慎むこと。

(b)他国に対する圧力行使を慎むこと。

いかなる国の領土保全又は政治的独立に対する侵略行為若しく
は侵略の威嚇又は武力の行使も慎むこと。

国連憲章に従って、交渉、調停、仲裁、司法的解決及び当事者の
選択によるその他の平和的手段といった平和的手段によって、全
ての国際紛争を解決すること。

相互利益及び協力を促進すること。

正義及び国際的義務を尊重すること。

アジア・アフリカ会議（バンドン会議）

OECDグリア事務総長と会談した中根外務大臣政務官
（写真提供：外務省）

首脳会議でスピーチする安倍総理
（写真提供：内閣広報室）

アジア・アフリカと共に
豊かになる

ODA政策

「アジア・アフリカ会議（バンドン会議）」
60周年記念行事

４月19～24日、インドネシアで、アジア・アフリカ会議
60周年記念行事が開かれ、22日のジャカルタでの
首脳会議では安倍晋三内閣総理大臣がスピーチを
行いました。

60周年を記念し、一堂に会した各国の代表者たち
（写真提供：内閣広報室）

1955年４月、インドネシアのバンドンで開催。日
本を含むアジア・アフリカの29カ国・地域が参
加。新興独立国の連携を強化する狙いで「バン
ドン10原則」を採択。

バンドン10原則

June 2015                       2829　                   June 2015


